
　　　あいち産業科学技術総合センターでは、工業製品を始めその原材料の試験・分析等に従事できる方

　　等を、一般職非常勤職員として募集しています。

＜ 応募期限 ＞

令和３年１月下旬、又は令和３年２月上旬

※期限は各勤務予定機関により異なります。詳しくは各機関にお問合せください。

＜ 選考方法 ＞

書類審査及び面接により選考します。

＜ 面接試験 ＞

令和３年２月上旬

※各勤務予定機関で指定の日時に面接試験を行います。詳しくは各機関にお問合せください。

＜ 採用予定 ＞

　　　 令和３年４月１日（木）　　健康診断及び最終意向確認を経て、その結果に基づき採用者を決定します。

１　募集区分及び勤務予定機関

募集区分 勤務予定機関

採用予

定人員

従事する業務 申込み・問合せ先

あいち産業科学技術総合センター ０５６１－７６－８３０１

　　〒470-0356　豊田市八草町秋合1267-1 管理部管理課

あいち産業科学技術総合センター ０５６６－２４－１８４１

産業技術センター 総務課

　　〒448-0013　刈谷市恩田町１－157－１

あいち産業科学技術総合センター ０５６９－３５－５１５１

産業技術センター常滑窯業試験場 常滑窯業試験場

　　〒479-0021　常滑市大曽町４－５０

あいち産業科学技術総合センター ０５６６－４１－０４１０

産業技術センター三河窯業試験場 三河窯業試験場

　　〒447-0861　碧南市六軒町２－１５

あいち産業科学技術総合センター ０５６１－２１－２１１６

産業技術センター瀬戸窯業試験場 瀬戸窯業試験場

　　〒489-0965　瀬戸市南山口町５３７

依頼試験業務 あいち産業科学技術総合センター ０５２－３２５－８０９１

食品工業技術センター 総務課

　〒451-0083　名古屋市西区新福寺町2-1-1

愛知県一般職非常勤職員の募集について　（募集要領）

試作評価業務

１名

研究支援・調

整業務

１名

デザイン事務

工業試作品等に関する試験・

評価及び試作等関連業務

計測分析機器の操作・分

析等に関する補助業務

２名

計測分析補助

業務

研究開発プロジェクトの支援

業務や技術動向調査その他

関連業務

２名

工業デザインの研究支援・振

興、ＣＡＤ，ＣＡＭ操作業務、

試作品の作製等に関する関

連業務

１名

窯業製品・原材料の試験・分

析等及び関連業務

依頼試験業務 ３名

依頼試験業務 ４名

１名

窯業産地企業への技術的知

見に基づく製品開発から販売

促進までの支援その他関連

業務

依頼試験業務

加工食品に関する試験・分析

等及び関連業務

依頼試験業務 １名

工業製品に関する試験・分析

等及び関連業務

窯業産地支援

業務

４名

窯業製品・原材料の試験・分

析等及び関連業務

窯業製品・原材料の試験・分

析等及び関連業務



依頼試験業務 あいち産業科学技術総合センター ０５８６－４５－７８７１

尾張繊維技術センター 総務課

　〒491-0931　一宮市大和町馬引字宮浦35

依頼試験業務 あいち産業科学技術総合センター ０５３３－５９－７３３３

三河繊維技術センター 総務課

　〒443-0013　蒲郡市大塚町伊賀久保109

＊申込みは、一つの募集区分・機関にしかできません。また、申込み後の変更はできません。

２　応募の資格等

　○計測分析補助業務　○試作評価業務　○研究支援･調整業務　○依頼試験業務

　　令和３年４月１日から勤務可能な方で、４年制大学の理科系学部を履修した方、１０年以上の

　　工業関係の試験・分析等の経験のある方、又は同等の知識を持つと認められる方。

○デザイン事務

　　令和３年４月１日から勤務可能な方で、工業デザイン又は機械工学分野の４年制大学・高等専門

　　学校・短大・専門学校卒以上、若しくは同等の能力を有する方。

○窯業産地支援業務

　　令和３年４月１日から勤務可能であって窯業に関する技術的知見を有する方で、４年制大学の

　　理科系学部を履修した方、窯業関係の商品開発・製造・販路開拓若しくはその支援の経験がある

　　方、又は同等の知識を持つと認められる方。

なお、次に該当する方は応募できません。

　　ア　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

　　　　　の人

　　イ　愛知県において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　　ウ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

      ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人［注］

    エ　平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産宣言を受けている人（心神耗弱を原因とするもの以外）

＜　雇用条件　＞

　　雇用期間

令和３年（２０２１年）４月１日から令和４年（２０２２年）３月３１日までです。更新はありません。

　　勤務時間

４週間につき１週間あたり２９時間以内

　　報酬等（令和３年４月１日現在）

　　　月額１２１，５００円から１９１，３００円の範囲で、学歴・職歴等の期間等に応じて決定されます。（ただし、報酬

　　　基準表の改定により変更されることがあります。）また、所定の基準に従い、期末手当及び通勤方法及び距離

　　　に応じた通勤費相当額が加算されます。

　　社会保険

原則として雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の被保険者となります。

＜　申込み手続き　＞

　必ずハローワークで申し込みのうえ、詳細はハローワーク又は勤務予定の各機関で確認してください。

　市販の履歴書に必要事項を記載のうえ（写真は必ず貼ってください。）、希望する勤務予定機関に配達証明

郵便若しくは簡易書留郵便で郵送（封筒に「○○業務非常勤職員申込書在中」と朱書き）、又は持参してください。

　なお、提出された申込書類は返却できません。

＜　その他　＞

　応募に関し、記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。

　日本国籍を有していない人も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には、採用されません。

　ハローワークからの紹介状を、面接日当日持参してください（履歴書提出の際に一緒に提出しても結構です）。

［注］採用後は、信用失墜、職務専念義務違反、労働基準法の定める１日８時間や週４０時間を超える兼

業は不可となりますので、申込みの際は御留意ください。

繊維製品・原材料の試験・分

析等及び関連業務

４名

繊維製品・原材料の試験・分

析等及び関連業務

６名


